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   「原発なくそう！九州玄海訴訟」第２２次提訴声明 

 

 私たちは、本日、１８名の原告をもって、国と九州電力を被告とし、玄海原

発の全ての稼働差止等を求める第２２次訴訟を佐賀地方裁判所に提起した。第

１次から第２１次原告と合わせて、１０２４４名の原告（国内４７都道府県及

び韓国・中国・フランス・イタリア・スイス在住）を擁する原発訴訟となった。  

私たちは、昨年１１月の第１６次提訴により、圧倒的多数の人々の「脱原発

の意思」を実現する方針のもとで、提起していた“「１万人原告」による訴訟”

を達成したところであるが、さらに歩みを続けるものである。  

２０１１年３月１１日の福島第一原発事故による被害は、将来の健康被害を

含め、いまだその全容が明らかにならないほど甚大である。福島第一原発事故

から満６年を経過しても、事故はいまだ収束していないし、約１０万数千人も

の避難者がいまだ故郷に戻れない状況も変わりない。しかるに、政府の政策及

び姿勢は、原発の本質的危険性に目をつぶり、福島第一原発事故の被害に正面

から向き合おうとせず、かつ、責任の所在をあいまいにさせたまま、“２０ｍＳ

ｖ／年以下では被害がない”との根拠のない前提をもとに今月末で帰還困難区

域以外の避難指示区域全域の避難指示解除を完了させることにしている。また、

それを賠償の打ち切りなどに連動させ、フクシマの被害の隠ぺいと被害の拡大

を同時に進行させているのである。 

それらと連動する形で、安倍政権は原発再稼働政策を推進し、一昨年８月以

降、次々と川内原発１・２号機、高浜原発３号機、伊方原発３号機を再稼働さ

せている上、原子力規制委員会は本年１月１８日玄海原発３・４号機について、

審査書を正式決定し、設置変更許可をした。 

 しかしながら、他方、脱原発を願う多数の国民の声はとどまるところを知ら

ない。私たちの訴訟の原告数が第１６次提訴で１万人を達成したこともその証

左であるし、各種世論調査でも過半数が脱原発を願っている（例えば、最新で

は、本年３月１１・１２日実施の毎日新聞調査で、再稼働反対が５５%、同賛

成が２６％で「差拡大」）。昨年の鹿児島県知事選、新潟県知事選で、原発再稼
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働に慎重な候補が当選したこともその一つである。また、本年２月から３月に

５カ所で開催された玄海原発再稼働に関する県民説明会ではどの会場でも、再

稼働に議論・不安・反対という立場からの質問や意見しか出なかった。県内各

団体の代表者ら３０名を集めた、県の「広く意見を聴く委員会」でも、明確な

賛成・容認は１０名に過ぎず、理由も経済的な点のみである。逆に、７名の再

稼働反対・慎重意見のほか、他の多数の委員からも避難計画をはじめ、不安・

懸念の意見が多数出た。これらから、再稼働反対の世論が強いことは一層明ら

かとなった。 

さらに、昨年 3月 9日には再稼働していた高浜原発３・４号機について運転

を禁止する仮処分命令が出され、初めて稼働している原発が司法の力で止まる

こととなった。また、昨年４月の熊本大地震では、その延長に川内原発付近が

ある断層（中央構造線）での地震が発生し、震源近くの地表面では１３００ガ

ル、１５００ガルを超える地震動となるなど、原発の安全性についてさらに国

民に不安が募っている状況である。 

これらを鑑みれば、九州電力は川内原発を速やかに稼働を停止させるべきで

あるし、九州電力を含めた各電力会社、国は、原発が深刻な人権侵害を引き起

こす危険を認め、脱原発を願う国民の意思を実現すべきである。 

私たちは、圧倒的な脱原発を願う市民の力で訴訟及び仮処分を進める決意で

あり、全国の脱原発訴訟の関係者、福島第一原発事故の被害者の方々、原発か

ら３０㎞圏内に留まらない被害を受ける可能性のある自治体、安全に事業を展

開したい事業者等を含む国民世論の圧倒的な支持と連帯のもと、脱原発の運動

の質を高め、原発の再稼働を許さず、国と九州電力に玄海原発全ての稼働差止

め、その先に廃炉を求め、全ての原発廃炉を実現させるものである。 

 上記のとおり声明する。 

     ２０１７年３月１６日 

             「原発なくそう！九州玄海訴訟」原告団・弁護団 

 

  


